
JAF公認 準国内競技（クローズド競技併設）

特別規則書
≪公示≫

本競技会は、社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに、国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際モーター

スポーツ競技規則ならびにそれに準拠したＪＡＦ国内競技規則及びその付則及び2009ＪＭＲＣ関東

ジムカーナシリーズ共通規則及び本競技会特別規則書に従い、ＪＡＦ公認準国内競技及び

クローズド競技として開催される。

第１条 競技会の名称
ＪＭＲＣ埼群ジムカーナフェスティバル御荷鉾ワイワイジムカーナ2009

第２条 競技種目
四輪自動車によるジムカーナ

第３条 競技格式
ＪＡＦ公認 準国内競技及びクローズド競技

第４条 開催日・開催場所
2009年 11月 29日（日） 関越スポーツランド （群馬県高崎市吉井町）

第５条 オーガナイザー
モータースポーツクラブ御荷鉾（ＭＳＣ御荷鉾）

第６条 大会役員
大会会長 尾谷 晃

組織委員長 尾谷 晃 組織委員 栗原 政利 田村 幸浩

第７条 大会審査委員会
審査委員長 堀内 純 審査委員 渡辺 満

第８条 競技役員
競 技 長 中村 敏 コース委員長 尾谷 晃

計時委員長 塩原 秀幸 技術委員長 中原 均

救急委員長 中原 均 事務局長 中村 敏

第９条 参加車両
2009年度ＪＡＦ国内競技車両規則の第3編・スピード車両規定のいずれかに合致した車両。

第10条 クラス区分
☆準国内競技

（Ｎ１） Ｎ車両で１５００ｃｃ以下の２輪・４輪駆動車両

（Ｎ２） Ｎ車両で１５０１ｃｃ以上の前輪駆動車両

（Ｎ３） Ｎ車両で１５０１ｃｃ以上の後輪駆動車両

（Ｎ４） Ｎ車両で１５０１ｃｃ以上の４輪駆動車両

（Ｂ２） Ｂ車両で排気量オープンの２輪駆動車両

（Ｂ４） Ｂ車両で排気量オープンの４輪駆動車両

（ＦＲ） Ｂ車両で排気量オープンのフロントエンジン後輪駆動車両

（ＮＴＦ） Ｂ車両で排気量オープンの前輪駆動車両

（ＮＴＲ） Ｂ車両で排気量オープンの後輪駆動車両

（ＮＴ４） Ｂ車両で排気量オープンの４輪駆動車両

第3編の車両のSA・B車両で1,400ｃｃ以下のラリータイヤ

装着の２ＷＤ・４ＷＤ

第3編の車両のSA・B車両で1,400ｃｃを超え2,000ｃｃ以下の

のラリータイヤ装着の２ＷＤ・４ＷＤ

第3編の車両のSA・B車両で2,000ｃｃを超えるラリータイヤ

装着の２ＷＤ・４ＷＤ

SC及びD車両で排気量オープンの車両

☆クローズド競技（ライセンス不要クラス・全クラスＳタイヤ禁止）

◎Ｂ－２クラス

◎Ｂ－４クラス

◎Ｆ Ｒクラス

◎Ｎ―１クラス

◎Ｎ－２クラス

◎Ｎ－３クラス

◎Ｎ－４クラス

◎RB

◎ＲＣ

◎SC&D

◎ノーマルタイヤF

◎ノーマルタイヤR

◎ノーマルタイヤ4

◎RA

ＪＭＲC埼群ジムカーナフェスティバル御荷鉾ワイワイジムカーナ2009

※ノーマルタイヤクラスはＳタイヤ・ラリータイヤ等の競技用タイヤを禁止とする。（２００９ＪＭＲＣ関東共通規則書参照）



以下のクラスは2009年度ＪＡＦ国内競技車両規則第３編の車両とする
排気量オープンの２輪駆動車両

排気量オープンの４輪駆動車両

（ＣＬクラシック） 排気量及び駆動方式オープンの車両
（ＣＬＧ） 排気量及び駆動方式オープンで仲間同士で競いたいグループ用クラス

第11条 参加資格
①JAF発給の２００９年度国内競技参加者許可証及び国内競技運転者許可証

AまたはBライセンスを所持するものとする(クローズド競技部門を除く)

②クローズドクラスへの参加は競技会のオーガナイザークラブの会員及び

一次準会員(申し込みと同時に自動的入会)であること

第1２条 参加申込
参加申込は、参加申込書・改造申告書・誓約書に必要事項をもれなく記入して、事務局宛に11月7日から11月21日

必着のこと。参加料は当日朝、受付にて集金する。参加申込後、当日不参加の場合は競技終了後一週間以内に

事務局宛てに入金すること

準国内競技 １００００円 クローズド競技 8０００円 （入場料は含みません）

事務局

モータースポーツガレージ アクティブ内 中村 敏宛

〒３７５－００１５ 群馬県藤岡市中栗須３４－４

TEL ０２７４－２２－６７５５（１０：００～２０：００まで 火曜日定休日）

第1３条 その他の事項
１)公式通知等の掲示板：大会事務局に隣接した掲示板

２)ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ：管制・計時室前コース上

３)慣熟歩行：全クラス徒歩による慣熟歩行を行う。慣熟走行は行わない。

４)走行回数：全クラス、走行回数は２本とする。

第1４条 賞典
１)各クラス

１位～３位 JAFメダル(クローズド部門は除く)、トロフィー、副賞

４位～６位 トロフィー、副賞

（但し、参加台数の３０％以内にて賞典を授与する。）

２）準国内競技の各クラスにおける参加台数が３台未満の場合、入賞者に対して

ＪＡＦメダルは授与されない。

３)当日、別途特別賞を設ける場合がある。

第1５条 付則
１)本特別規則書に記載されていない事項については2009ＪＡＦ国内競技規則及び2009ＪＭＲＣ

関東ジムカーナシリーズ共通規則を適用する。

２）全クラスの参加者は、参加車両クラスをを参加申込書の参加クラス欄に明記すること。

３)全クラスのタイヤウォーム行為（冷却行為含む）は、一切禁止とする。
４)準国内競技ノーマルタイヤクラス及びクローズド競技部門全クラスは一般市販ラジアルタイヤ

のみとする。（Ｓタイヤ等及びそれ同等以上のタイヤの使用禁止）
５）オープンカータイプの車両は４点式以上のロールバーの装着を義務付ける。

第1６条 本規則の解釈
本特別規則書及び競技に関する諸規則(公式通知含む）の解釈に疑義が生じた場合は、

大会審査委員会の決定を最終とする。

第1７条 本規則の施行
本規則は参加申込と同時に有効となる。

大会組織委員会

（ＣＬ２WD）

（ＣＬ４ＷＤ）

※上記参加料はフェスティバル特別参加料です、そのため2009JMRC埼群ジムカーナシリー
ズ統一規定にあるJMRC関東加盟クラブ・団体クラブ員およびJMRC埼群ジムカーナシリーズ
認定シードドライバーの割引は無しとする。

クラシック
グループ

２WD

４ＷＤ


